
議案第１８号 

   市道路線の廃止について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条の規定に基づき、別紙のと

おり市道路線の廃止をするものとする。 

平成２８年２月２３日提出 

愛西市長 日 永 貴 章 

提案理由 

この案を提出するのは、市道路線の再編を行うため廃止をする必要がある

からである。 



起　　　　　　点

終　　　　　　点

愛西市稲葉町村南４番１地先から

愛西市大井町同所１３番地先まで

愛西市稲葉町前南３２番１地先から

愛西市金棒町承西４９番１地先まで

愛西市西條町伊重５４番地先から

愛西市西條町大池８７番１地先まで

愛西市西條町大池６７番地先から

愛西市西條町大池９０番地先まで

愛西市上東川町細野７番地先から

愛西市下東川町大崎５５番地先まで

愛西市持中町流レ４９９番１地先から

愛西市持中町八町１１４番地先まで

愛西市持中町八町５０番２地先から

愛西市持中町八町２１番地先まで
9136 9136号線

9116

7044 7044号線

2232 2232号線

重要な経過地

2151 2151号線

1514 1514号線

整理番号 路 線 名

1371 1371号線

別　紙

9116号線

以上７路線


